
奈良しごと奈良しごと奈良しごと奈良しごと iiii センターセンターセンターセンターFacebookFacebookFacebookFacebook 運運運運用方針用方針用方針用方針 

 

1111    目的目的目的目的 

世界最大のソーシャルネットワークサービスのひとつである Facebook において

奈良しごと i センター事業の情報を発信し、求職者の事業への利用促進を図ること

を目的とする。 

2222    発信内容発信内容発信内容発信内容 

奈良しごと i センターの若年者支援事業（ならジョブカフェ）及び無料職業紹介事

業（奈良県無料職業紹介所）の情報発信、PR 及び利用促進に関連する事項等 

3333    運用管理責任者運用管理責任者運用管理責任者運用管理責任者 

奈良しごと i センター所長 

4444    運用者運用者運用者運用者 

奈良しごと i センター職員 

5555    運用運用運用運用対応時間対応時間対応時間対応時間    

原則として月曜日から金曜日までの 8 時 30 分から 17 時 15 分までとする（祝・休

日及び年末年始を除く）。ただし、それ以外の時間に情報を発信する場合がある。 

6666    利用方法利用方法利用方法利用方法 

(1) 情報発信は基本的に運用者が行う。 

(2) 利用者は閲覧、投稿など自由に利用することができる。 

(3) 運用者は、利用者からの奈良しごと i センターに向けての投稿等への個別対応

及び一般アカウントへのフォロー等は原則行わない。 

(4) 奈良しごと i センターへの意見・質問は、電話及びメールで受け付ける。ただし、

すべての意見に対して回答することを保証するものではない。 

7777    禁止禁止禁止禁止事項事項事項事項 
当ページの利用の際は、次の事項に該当する投稿は行わないこと。万一、次の

事項に該当する投稿があった場合は、予告なく削除することがある。また、当該投

稿をした者について、以後の投稿を禁止する場合がある。 

(1) 法令等に違反し、又は違反するおそれがあるもの 

(2) 特定の個人、団体等を誹謗中傷するもの 

(3) 政治又は宗教の活動を目的とするもの 

(4) 奈良県又は第三者が保有する著作権、商標権、肖像権その他の知的所有権を

侵害するもの 

(5) 広告、宣伝、勧誘、営業活動その他営利を目的とするもの 

(6) 人種、思想、信条等を差別し、又は差別を助長させるもの 



(7) 公序良俗に反するもの 

(8) 虚偽や事実誤認の内容を含むもの及び単なる風評や風評を助長させるもの 

(9) 本人の承諾なく個人情報を特定、開示、漏洩する等プライバシーを害するもの 

 (10) 他のユーザー、第三者等に成りすますもの 

(11) 有害なプログラム等 

(12) わいせつな表現等を含む不適切なもの 

(13) 当ページの掲載情報と無関係のもの 

(14) その他、奈良しごと i センターが不適切と判断したもの 

(15) (1)～(14)の内容を含むホームページへのリンク 

8888    知的財産権知的財産権知的財産権知的財産権 

当ページに掲載する個々の情報（テキスト、画像等）に関する知的財産権は、奈

良しごと i センター又は正当な権利を有するものに帰属する。また、内容について、

私的使用のための複製、引用等著作権法上認められた行為を除き、無断で転載等

することはできない。 

9999    免責事項免責事項免責事項免責事項 

 (1) 当ページの掲載情報の正確性については万全を期しているが、奈良しごと i セ

ンターは、利用者が当ページの掲載情報を用いて行う一切の行為について、何ら

責任を負うものではない。 

 (2) 奈良しごと i センターは、利用者が当ページの掲載情報を利用又は信用したこと

により利用者又は第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負わな

い。 

 (3) 奈良しごと i センターは、利用者間又は利用者と第三者間のトラブルにより利用

者又は第三者に生じたいかなる損害について、一切の責任を負わない。 

 (4) (2)及び(3)のほか、奈良しごと i センターは、当ページに関連する事項に生じたい

かなる損害について、一切の責任を負わない。 

10101010    運用運用運用運用方針の変更等方針の変更等方針の変更等方針の変更等    

   奈良しごと i センターは、予告なく運用方針を変更し、又は運用を中止する場合

がある。 

附則附則附則附則    

この運用方針は、平成 24 年 11 月 1 日から適用する。 

附則附則附則附則    

この運用方針は、平成 27 年 4 月 1 日から適用する。 


